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（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構 職員採用試験募集案内 
 

１ 勤務場所、募集する職、採用予定者数、主な職務内容 

勤 務 場 所 募集する職 採用予定者数 主な職務内容 

（公財）鳥取県農業農村担い手 

育成機構鳥取本部 

 鳥取市東町１丁目 271番地 

 鳥取県庁第２庁舎８階 

事 務 １名 ・農地中間管理事業の諸手続 

事務 

・農地の売買事務 

 

２ 受付期間 

  令和７年１月６日（月）～令和７年２月７日（金）※当日必着 

  ※下記の「４ 受験申込手続」により申し込みください。 

 

３ 応募資格 

（１）年齢 
・昭和６０年（１９８５年）４月２日から平成１５年（２００３年）４月１日までに生まれた人 

（２）学歴 
  ・学校教育法による高校を卒業した人  

※年齢は上記のとおりであるが、学歴は高校を卒業した方であれば受験資格はあります。 
ただし、５試験内容(２)一次試験は、イの試験内容になります。 

（３）必要な資格、免許等   普通自動車運転免許（ＡＴ可） 

（４）次のいずれかに該当する人は応募できません。 

・成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含む。） 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した人 

 

４ 受験申込手続（問い合わせ先） 

申込書類 ・申込書（顔写真を貼付すること）  １部 

・ハローワーク紹介状（紹介の場合） 

申込み先 

（問合せ先） 

受付期間 令和７年１月６日（月）～令和７年２月７日（金） 

◎持参による場合の受付時間 

 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日は閉庁日のた

め受付けておりません。） 

 上記の受付日・時間以外に持参されても、理由の如何を問わず受理しません。 

◎郵送又は信書便の場合は、２月７日（金）までに届いたものに限り受付けます。 

 〒680-0011 

鳥取県鳥取市東町１丁目２７１番地（鳥取県庁第２庁舎８階） 

（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構鳥取本部 あて 

 電 話 ０８５７－２６－８３４９ 

 ＦＡＸ ０８５７－２９－４８６７ 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ http://www.t-agri.com 

 Ｅメール tnk@t-agri.com 

 

《 採用試験申込書の記載方法 》 

（１）申込書に関する注意事項 

  顔写真を貼付するとともに①氏名、②生年月日、③年齢、④現住所（住所と異なる連絡先を希望

される場合は連絡先も（※１））、⑤電話（※２）、⑥学歴（※３）、⑦職歴（※４）、⑧免許・資格、

⑨志望動機、⑩自己 PRは必ず記入してください。 

※１ 住所又は連絡先は、棟、号室まで正確に記載してください。 

※２ 連絡先に携帯電話の番号も記載していただければ幸いです。 

mailto:tnk@t-agri.com


2 

 

※３ 学歴は、高校卒業及びその後の学歴を全部記載してください。 

※４ 職歴が多く既定の欄を超える場合は、直近の職歴が末尾の欄に記載できるよう古い順に記

入してください。 

（２）その他注意事項 

  申込書等の記載内容に不正があると判明したときは、受験を無効とし、合格されてもその合格を

取り消します。 

 

５ 試験内容 

（１）書類選考 

   申込書の記載内容を審査、合格者を決定し、全ての応募者に郵送で合否を通知します。 

    （令和７年２月１２日(水)～２月１７日(月)頃） 

（２）１次試験 

   ア 上記（１）の書類選考に合格した人を対象に行います。 

   イ 試験内容 

     ・性格試験、基礎能力試験 

      [多肢選択式・・・１１０分] 

       職務に共通して求められる適正、基礎的な能力についての筆記試験 

（ＳＰＩ３（性格＋基礎能力）：大学卒業程度） 

＊性格試験は、１次試験日に実施しますが、評価は２次試験で行います。 

 （１次試験合格者のみ判定します。） 

 

（３）２次試験 

   ア 上記（２）の試験に合格した人を対象に行います。 

   イ 試験内容 

・面接試験 

 個別面接による人物についての口述試験 

 

６ 一次試験（ＳＰＩ３）の受験方法 

  一次試験の受験方法は、次の３つの方法が選べます。 

  （２）、（３）の方法を希望される方は、試験の予約等の調整が必要ですので受験申し込みは 1 月 31

日までにお願いします。その場合、採用試験申込書の所定の欄に希望受験方法を記入してください。

追って日程調整などの連絡をさせていただきます。 

 

＜受験方法＞ 

（１）試験をペーパーで受験する場合 

   日時、場所は下記７（１）の試験の日時等になります。 

（２）試験を、全国にあるリクルートのテストセンターで受験を希望する場合 

   東京、大阪、名古屋、札幌、仙台、広島、福岡の７か所の会場があります。 

   詳細は別途説明しますので、お問い合わせください。 

（３）試験をパソコンのオンラインでの受験する場合 

   ＷＥＢカメラ付きのパソコンで、自宅等での受験が可能 

   リクルートの試験官とカメラで繋がり実施するもの。なお有線ＬＡＮが必要。 

   詳細は別途説明しますので、お問い合わせください。 

 

７ 試験の日時等 

（１）一次試験（試験をペーパーで受ける場合） 

試 験 日 時 試験会場（受付場所） 

令和７年２月２２日（土）～２３日（日）の間 

※５(１)書類選考の合格者を対象に、別途連絡

を取り日程調整を行って実施します。 

鳥取県鳥取市東町１丁目２７１番地 

※会場（部屋）は受験者に別途お知らせします。 
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（２）二次試験 

試 験 日 時 試験会場（受付場所） 

令和７年３月８日（土）～９日（日）の間 

※５(２)１次試験の合格者を対象に、別途連絡

を取り日程調整を行って実施します。 

鳥取県鳥取市東町１丁目２７１番地 

※会場（部屋）は受験者に別途お知らせします。 

 

８ 合格者の発表方法 

（１）１次試験 

  すべての受験者に郵送で合否を通知します。（令和７年２月２７日（木）～２８日（金）頃） 

 

（２）２次試験 

  すべての受験者に郵送で合否を通知します。（令和７年３月１７日（月）～１８日（火）頃） 

 

９ 試験結果の開示 

 この採用試験の結果は、鳥取県個人情報保護条例第１９条第１項の規定に準じ、口頭で開示を請求

することができます。 

 なお、電話、はがき等による請求では開示できませんので、受験者本人（ただし、受験者本人が未

成年の場合は法定代理人も可）が直接開示場所へおいでください。 

 その際、運転免許証、学生証等写真により受験者本人が確認できるものを持参してください。 

開示請求ができる者 開示の内容 開示期間 開示場所 

受験者本人又は法定代

理人 

試験の合否、総得点数

及び順位 

合格発表日から１ヶ月 鳥取県農業農村担い手

育成機構鳥取本部 

（鳥取県庁第２庁舎 

８Ｆ） 

 

10 給与及び勤務時間等 

 
（１）給与 

 ア 初任給（月額） 

   ①４年制大学卒の場合：217,100円 
 ※一定の職歴等がある人は、その経歴に応じて鳥取県職員の基準に準じて所定の金額が加算さ

れます。 
  ※鳥取県職員の給与表を準用しており、基本、県職員の基準の６号下位で運用しています。 

 イ 昇給 

   原則として毎年１回、４月１日に行われます。 

 ウ 諸手当 

   扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当などが、それぞれの条

件に応じて支給されます。 

※令和６年４月１日現在。採用時までに給与改定等があった場合は、それによります。 

 

（２）勤務時間、休日、休暇、福利厚生 

  ア 勤務時間 

    午前８時３０分から午後５時１５分（休憩時間６０分） 

  イ 休日 

    土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

  ウ 休暇等 

    年次有給休暇（年間２０日。１時間単位で取得可能）、特別休暇（結婚、出産、育児関係、夏季

他）、病気休暇など 

     ※鳥取県職員の制度を準用 
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  エ 福利厚生 

    健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

     ※鳥取県職員の制度を準用 

 

11 試験に関する注意事項 

（１）試験当日は、試験開始時刻の１０分前までに必ず受付会場に入室してください。（遅刻者は受験で

きません。） 

（２）受験の際は、本人確認ができるもの（例：運転免許証など）を持参してください。 

 

12 個人情報の取扱い 

 本試験に関して収集した個人情報については、本試験の選考、合否決定通知書の発送及び採用手続

き以外には利用しません。 

   

13 その他 

（１）面接試験合格者のその後の日程 

  令和７年４月１日（火）午前８時３０分(予定）に辞令交付後着任していただきます。 

  ※提出書類や辞令交付時刻等の詳細は、合格者に別途お知らせします。 

（２）合格者の辞退又は合格の取り消し等により当該合格者が採用にならない場合は、面接試験の得点

が基準点以上の被評価者のうち高い順から繰り上げて採用します。 

 


